
令和　６年　６月２７日

セントラルコンサルタント（株）　千葉営業所

千葉県千葉市中央区登戸１－５－３

Ｒ５国道３５７号湾岸船橋地区道路設計Ｇ９業務

自）千葉県船橋市西浦一丁目　至）千葉県船橋市浜町二丁目

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　５年　７月１９日

履 行 期 間 (至) 令和　６年　９月１３日

３１，４８３，１００円（税込み）

　　　＋　９，９００円（税込み）

３１，４９３，０００円（税込み）

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 金 額

（第2回、最終）契約変更の内容

業 務 の 名 称

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

１.占用企業者協議資料作成の変更
２.末広橋排水企画資料作成の変更
３.施工時道路切り回し設計の変更
４.土留工詳細設計の変更
５.履行期間の変更

業 種 区 分

業 務 場 所



　本業務は、令和５年７月１８日付でセントラルコンサルタント株式会社と契
約を締結し、現在鋭意中であるが、下記の理由により契約変更するものとす
る。
　　　　　　　　　　　　　　　記
１.占用企業者協議資料作成
　当初特記仕様書第４１条交差点部施工計画検討設計を進めるにあたり、当該
区域に埋設されている占用物件の移設を考慮した施工ステップにする必要が生
じたため、施工時の占用企業者事前協議資料作成を追加する（増工）

２.末広橋排水企画資料作成
　変更特記仕様書第５条末広橋防水工設計を始めるにあたり、路面排水の流末
への排水方法を見直す必要が生じたことから末広橋排水計画資料作成を追加す
る。（増工）

３.施工時道路切り回し設計
　千葉港湾事務所との協議の結果、海老川大橋の橋脚拡幅に伴う施工時道路切
り回し設計は、千葉港湾事務所がR６年度実施する新設護岸の基本設計を踏ま
えて実施することとなったため、当該業務を減工する。（減工）

４.土留工詳細設計
　千葉港湾事務所との協議の結果、海老川大橋の橋脚拡幅に伴う土留工詳細設
計は、千葉港湾事務所がR６年度実施する新設護岸の基本設計を踏まえて実施
することとなったため、当該業務を減工する。（減工）

５.履行期間
　上記の増工に伴い、履行期間は７７日延長し令和６年９月１３日までとす
る。

変 更 理 由


